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はじめに 

 

立川市教育委員会は、平成 22（2010）年５月に策定した｢図書館基本計画｣について、平

成 26（2014）年度に計画期間を終了するにあたり、さらなる少子・高齢社会や国際化、高

度情報化の急速な進展など社会経済情勢の変化や時代のニーズに対応した図書館施策を展

開することが求められていることを鑑み、図書館協議会からの意見等を反映したうえで、本

市図書館運営の指針となる「立川市第２次図書館基本計画」を策定しました。 

本計画は、立川市第４次長期総合計画の前期基本計画に基づく個別計画として、地域の情

報拠点として市民のくらしに役立つ図書館を目指し、今後５年間の本市図書館のサービスの

方向性を具体的に示したものです。 

なお、昭和 52（1977）年 12月に策定した「図書館行政基本計画」に定められた、本市の

図書館行政を行ううえで基本となる“図書館づくりの５本の柱”については、本計画におい

ても引き続き堅持・踏襲し、その実現に向けた取り組みを積極的に展開してまいります。 

 

立川市教育委員会 

 

立川市図書館の図書館づくりの５本の柱 

① 身近なところにある図書館 
 

② くらしに役立つ図書館 
 

③ 親しみやすく利用しやすい図書館 
 

④ 誰でも利用できる図書館 
 

⑤ 読書の自由を保障する図書館 
 

  



 

 

【立川市図書館基本計画】 
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第１章 総 論 

 

１．人と情報が交差する図書館を目指して 

◆市民に一番身近な施設 

「立川市市民満足度調査」（平成 25（2013）年度実績）の中では、本市の公共施設の利

用状況を尋ねています。市内には、130 以上の公共施設がありますが、その中で市民が利

用する主な施設について利用頻度を調べたところ、「年に数回以上利用したことがある」

割合が「52.2％」と最も高かったのが図書館なのです。 

ほかの施設については、市民会館 20.5％、体育館 20.6％、学習館 16.6％、福祉会館 10.3％、

学習等供用施設 8.1％、児童館 7.6％となっており、52.2％という数値は、公共施設の中

で図書館がいかに突出して利用されているかがわかります。 

これは、国が実施した調査等でも同様の傾向を示していることから、図書館が市民にと

って最も身近な公共施設ともいえるでしょう。 

 

◆誰もが利用しやすい施設 

その理由には、私たちが普段あまり意識しない、図書館利用の根本原則があります。 

まず、老若男女問わず誰でも利用できること。赤ちゃんへの読み聞かせからお年寄りの

調べものまで、利用者の年齢や目的等に関わらず利用することができます。 

そして、図書館の利用は無料であること。時として無料貸本屋などと揶揄されることも

ありますが、公立図書館を利用するにあたっては入館料などを徴収してはならないことが

法的に明記（図書館法第 17条）されています。 

まさに、誰もが気軽に利用しやすい公共施設といえるでしょう。 

 

◆「知」の集積拠点として 

この図書館の利用しやすさを生かした新たな動きが、「知」の拠点としての「課題解決

型図書館」という取組です。 

平成 17（2005）年に文部科学省がまとめた報告書「地域の情報ハブとしての図書館（課

題解決型の図書館を目指して）」の中では、地域の自立を目指すまちづくりを促す 21世紀

型社会において「知」を循環させる拠点として図書館が挙げられています。そして、地域

社会の多種多様な情報を集積し発信する公共図書館を「ハブ」とした地域公共ネットワー

クづくりが必要不可欠と記され、その方向性として「課題解決型図書館」が提案されてい

ます。 

 

◆行きたくなる図書館 

そのためには、図書館は単に流行本をそろえて貸出を増やせばよいわけではありません。

図書館法の示すように、図書館は情報を「収集」するだけでなく「発信」することを、今

まで以上に意識して取り組む必要があります。 
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図書館は、市民のくらしや地域の課題解決のヒントを与える存在であり、「図書館に行

くと問題解決のヒントがある」、「解決までのスピードが速まる」と思う人を増やすことが

大切なのです。 

時間があれば、つい行きたくなる場所。そこに行けば、新しい情報が手に入る場所。さ

まざまな人が訪れ、いろいろな情報が交わる場所。 

図書館がそうした「場」であり続けることができれば、図書館こそが「地域のまちづく

りを担う潜在利用者」が一番多く集まる公共施設となり得るでしょう。 

これからの図書館は、まちをつくる「人」を育てるために、「場」や「機会」や「情報」

等を積極的に提供します。そして、くらしに役立つことで地域が活性化し、「市民ととも

に育つ図書館」を目指してさまざまな取組を行ってまいります。 

 

◆「人の力」でつなぐ図書館 

「まちづくりは人づくりから」といわれますが、これは地域の拠点としての図書館にお

いても同じです。図書館には、新刊から古い本まで体系立てて資料が収集・保存され、イ

ンターネット情報を含めた多様な資料・情報が集積しており、それらは活用されてこそ意

味を持ちます。そのために重要なのが活用を「支援」する図書館の「人材」です。 

地域の特色や利用者のニーズに合わせて、起業支援や生涯学習支援、子育て支援などの

課題解決支援を行うためには、専門知識の蓄積やスキルアップが必要です。これからの図

書館行政を担うために、司書としての能力だけではなく、「地域を知り市民を知る」人材

の育成に取り組みます。 

また、知識や情報の世界は広いので、本市の特徴でもある国の研究機関を含めさまざま

な関連機関と積極的に連携を図ることも必要不可欠です。これからは、図書館の人材だけ

でなくさまざまな「人の力」を生かして、まちのいろいろな情報を「つなぐ図書館」を目

指してまいります。 
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第２章 計画策定の背景 

 

１．本市図書館基本計画 
（１）計画策定の経緯 

昭和 52（1977）年 12 月に、立川市図書館の運営指針となる｢図書館行政基本計画｣

を策定してから 30 年以上が経過し、平成 20（2008）年には社会教育法等の一部改正と

それに基づく図書館法の一部が改正されたことを受け、時代のニーズに対応した図書館

施策を計画的に展開するため、新たな基本計画を策定することとしました。 

平成 20（2008）年 10 月、立川市図書館協議会に｢立川市図書館における新たな図書

館行政の展開に向けて｣を諮問し、平成 21（2009）年８月、立川市図書館が目指す将来

像や機能を踏まえて今後の図書館サービスの方向性を具体的に示した答申が同協議会

から提出されたことを受け、平成 22（2010）年５月、立川市の図書館づくりの柱と、

それを実現するための目標を定めた｢立川市図書館基本計画｣を策定しました。 

 

（２）第１次図書館基本計画 

この立川市図書館基本計画（第１次計画に相当）は、立川市第３次長期総合計画の第

３次基本計画に基づく個別計画として策定したもので、計画期間は平成 22（2010）年

度から平成 26（2014）年度までの５年間でした。 

これは、法に基づく必須計画ではありませんが、効果的な図書館運営を目指すうえで

重要な計画であり、｢市民や地域の知的・創造活動を推進し、共に歩む図書館｣を基本理

念として掲げ、取り組むべき４つの施策と 70 の具体的取組を示しました。 

 

（３）第２次図書館基本計画 

そして現在、図書館には、情報化の進展等により多様化する市民の生活や学習ニーズ

に、柔軟に対応できるサービス体制の確立や無線ＬＡＮ導入等による図書館内の環境改善

など、利便性の向上が求められています。 

また、情報発信の拠点として、読書活動や調査研究活動等、生涯学習につながる機会

の充実など図書館機能の強化を図るためには、目指すべき図書館像、解決すべき課題、

具現化するための施策等を明確にし、改善に向けて取り組まなければなりません。より

効果的に施策展開していくためには、指針となる計画が不可欠であり、「第１次図書館

基本計画」に続き、「第２次図書館基本計画」を策定し、計画的に事業を進めてまいり

ます。 

計画策定にあたっては、図書館協議会による「立川市図書館基本計画（第１次）の中

間総括にかかる第三者評価に関する報告書」の評価結果や平成 25（2013）年 10 月に実

施した利用者アンケート結果等に基づき、施策の柱・基本事業・取組事項の精査を行い、

効果的な施策展開が可能となるよう留意していきます。 
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２．本市長期総合計画及び図書館基本計画 
第３次長期総合計画が平成 26（2014）年度末で終了したことから、本市は新たに平

成 27（2015）年度を開始年度に第４次長期総合計画を「にぎわいとやすらぎの交流都

市 立川」を統一将来像として、策定しました。この計画に基づき図書館においては新

たな「図書館基本計画」を策定するものです。 

  

● 図書館行政基本計画 昭和 52(1977)年策定 【計画期間】 指定なし 

● 図書館基本計画（第１次） 【計画期間】 平成 22(2010)年度～平成 26(2014)年度 

● 第２次図書館基本計画 【計画期間】 平成 27(2015)年度～平成 31(2019)年度 
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第３章 計画の位置づけ 

 

１．計画の位置づけ 
本計画は、第４次長期総合計画の前期基本計画に基づく個別計画として策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．本計画と子ども読書活動推進計画 
図書館に関する個別計画として、本計画とともに「立川市子ども読書活動推進計画」

があります。前計画までは、この２つの計画は同列並行的に位置づけておりましたが、

重複する具体的取組も多いことから、計画の二重性を避けるため、図書館協議会での議

論を経て整理いたしました。 

本計画より、子どもの読書にかかる具体的取組については、「第３次子ども読書活動

推進計画」において一元的に管理し、本計画の中では「第３次子ども読書活動推進計画」

全体を包括して管理することとします。 

 

３．計画の期間 
平成 27 (2015)年度を初年度として、平成 31（2019）年度までの５年間とします。 

 

  

立川市第４次基本構想・長期総合計画 

将来像：にぎわいとやすらぎの交流都市 立川 

立川市前期基本計画 

都市像：育ち合い、学び合う文化の香り高いまち 

施策：生涯学習社会の実現 

基本事業：情報拠点としての図書館の活用 

立川市第２次  

図書館基本計画 

立川市第３次 
子ども読書活動 

推進計画 

図書館協議会からの意見 

利用者アンケート調査等 
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４．第４次長期総合計画・前期基本計画での施策イメージ 

施策の目的 

●市民の知的好奇心や学習意欲を満たし、地域を支える図書館づくりを進めます。 

 

施策の基本方針 

●情報拠点としての図書館の活用 

・図書館の基幹である人材を生かして、地域に根ざし市民に役立つ情報を収集し提供します。 

・図書館を活用した読書活動や調査研究活動を通じて、多様な価値観の醸成や課題解決等の支

援につながる生涯学習拠点としての機能強化に取り組みます。 

・読書の習慣を身につける機会を提供することで、知的欲求や学習意欲の醸成を図ります。 

 

役割分担 

市民の役割 
●学習の場や、機会を通じた多様な交流を進めます。 

●読書習慣を身につけ、多様な価値観や自発的に調べ学ぶ意識を醸成します。 

行政の役割 
●図書館機能を強化し、読書活動や調査研究活動等、生涯学習につながる機

会を提供します。 

●子どもの頃から読書習慣を身につける機会を提供します。 
 

成果指標 平成 25年度 平成 31年度 

年に数回以上図書館を利用している市民の割合 52.2％ 55.0％ 
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第４章 国等の動向と本計画の方向性 

 

１．国及び社会動向等 
「国民読書年」とされた平成 22（2010）年は、文部科学省に「国民の読書推進に関

する協力者会議」が設置され、読書環境の現状分析や読書意識を高める取組の検討が行

われるなど、国を挙げて読書活動の推進に取り組む契機となりました。 

また、平成 22（2010）年６月の「地域主権戦略大綱」に基づき、平成 23（2011）年

には図書館法及び同法施行規則の改正が行われ、図書館運営においても地域主権の推進

が図られました。 

平成 23（2011）年度には、東日本大震災により被災した図書館を含む公立社会教育

施設を対象とした災害復旧費補助金が整備される中で、全国の図書館からの被災図書館

支援が国民を巻き込んで展開されるなど、国が進める「絆づくりと活力あるコミュニテ

ィの形成」の取り組みにおいても図書館の果たす役割は大きくなっています。 

さらに、図書館を取り巻く社会環境の変化として顕著なのが電子書籍の台頭です。 

文化庁においても、平成 22（2010）年に「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する

検討会議」が設置され、デジタル・ネットワーク社会における図書館と公共サービスの

あり方について検討を始めているところです。 

なお、平成 24（2012）年 12 月には図書館法第７条の２に基づく「図書館の設置及び

運営上の望ましい基準」が改正され、地域の情報拠点として図書館が明記されるととも

に、図書館の基本的運営方針や事業計画の策定・公表、図書館協議会を活用した関係者・

第三者評価等について努力義務が示されています。 

 

２．本計画の方向性 
図書館の基本的機能である資料の収集・管理においては、時代の変化に適正に対応し

魅力ある蔵書構成を実現していくために、望ましい蔵書構築のサイクルを確立するとと

もに、収蔵場所の確保に向けて広域的な共同保存体制等を検討する必要があります。 

サービス面では、電子書籍に代表されるように、インターネットで公開される情報の

増大が今後予想される中で、インターネット環境のない人々の情報格差を緩和し、紙資

料と電子情報資源とを適切に組み合わせて提供できる図書館が求められるでしょう。 

氾濫する情報の利用方法（情報リテラシー）に重点を置き、必要な情報が入手しやす

くなるようなレファレンスサービスも重要になってきます。 

これからの図書館には、地域住民の読書を支援するだけでなく、多様な情報を提供す

ることで地域社会の課題を解決し、地域振興に役立つような機能が期待されています。 

さらに、他市図書館との広域連携など、図書館サービスが新たな市民交流の契機とな

るようなしくみを構築していく必要があります。 
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第５章 本市図書館の利用状況 

 

平成 25（2013）年 10 月から 11 月にかけて、図書館の利用傾向を調べるために、中央

図書館と全８地区図書館において「利用者アンケート調査」を実施しました。アンケート

結果からは、次のような傾向がうかがえます。 

※ アンケート結果の詳細は、巻末に資料として掲載しております。 

 

１．利用内容について 
地区図書館では、回答者の大半が近隣住民であり、各地区館の地域住民が「本の閲覧・

貸出」という図書館従来の基幹サービスを求めて来館されているのが主流です。 

これに対し、中央図書館では、多摩地区の市外利用者が回答者の約２割を占めており、

地域（曙町）住民より多い状態です。利用内容と合わせて見ると、さまざまな地域の利

用者が「本を借りる」だけでなく「調査・研究」などの場として中央図書館を利用して

いる実態がうかがえます。 

 

【当日の来館目的】 

 

２．利用時間について 

指定管理館では、利用者の９割近くが休館日数に満足しており、「平日の閉館時間を

もっと遅く」と回答した割合は直営館と比較して非常に低く、指定管理者制度の大きな

0.4% 

4.9% 

2.3% 

1.9% 

0.4% 

3.8% 

2.0% 

0.7% 

9.3% 

0.1% 

24.8% 

87.1% 

1.6% 

5.8% 

1.2% 

3.9% 

0.0% 

11.7% 

1.6% 

11.3% 

6.6% 

1.9% 

24.1% 

68.5% 

無回答 

その他 

インターネットを利用した 

学校などの課題や自習を… 

職員に子どもの読書に … 

館内の資料で自分で … 

職員に本の相談をした 

レファレンス室を利用した 

資料の予約・リクエスト… 

ビデオ・ＬＤ等を観た 

本・雑誌・ＣＤ等を館内… 

本・雑誌・ＣＤ等を借りた 

上段 ： 中央館 

下段 ： 地区館 
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導入効果といえます。 

総じて、現状の開館時間に「満足」している利用者が多くみられ、リピーターの多さ

と合わせて、本市図書館の利便性の高さが利用者に浸透しているといえます。 

その中で、地区館の平日の閉館時間については、午後５時より遅い時間帯を希望する

利用者の割合が多い状況を示しています。 

また、地区館と比較して中央館の「満足度」は相対的に低く、平日・土日を問わず「閉

館時間を遅く」という回答が合わせて４割を占めています。これは、周辺市図書館の閉

館時間が、20 時以降が主流となってきた点を裏付ける結果となっています。 

 

３．サービスについて 
（１）充実してほしいサービス 

「本の紹介、読書相談」が一番高いものの、「インターネットサービス」、「学習スペ

ース」という回答も同じくらい高く、図書館に「本を読む」以外の「調査・研究の場」

としての機能を求める利用者がかなりの割合を占めてきていることがうかがえます。こ

れからは、「滞在型施設」図書館という視点が一層重要になるでしょう。 

（２）職員について 

全体的に７割程度の利用者が図書館職員に満足しているものの、中央図書館には多機

能が求められていることから、職員には知識の豊富さがより求められる傾向にあるとい

えます。 

 

【充実してほしいサービス】 
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第６章 第１次計画の取組状況と課題 

 

１．施策別総括 
第１次図書館基本計画について、計画期間中の図書館を取り巻く社会的背景や利用者ニ

ーズを踏まえながら、施策展開を図ってまいりました。これまでの取組状況等について、

目標を具現化するための柱となる４つの施策ごとに総括します。 

 

1 新たな収集方針の策定と計画的な蔵書構成 

（１） 取組状況 

利用者にとって、魅力ある図書館であるためには、時代の要請に応じて、常に新鮮

な蔵書構成を維持する必要があり、明確な資料収集方針に基づいた適正かつ効率的な

選定作業が必要不可欠です。このため、平成 22（2010）年に「図書館資料収集基本

方針」の改定を行い、多様化・高度化する利用者ニーズに対応できる体制を整えまし

た。また、資料収集作業と同様に重要となるのが保存スペースの確保ですが、平成 24

（2012）年に保存用移動棚を新設し、円滑な除籍・保存作業ができる環境も併せて整

えました。 

（２） 今後の課題 

今後は、情報化の進展等により、多様化する市民の生活や学習ニーズに対応するた

め、定期的に収集方針を改定するとともに、限られた保存スペースを有効利用できる

よう資料の除籍・保存方針についても随時、見直していく必要があります。 

 

 

2 他の機関との連携・協力の推進 

（１） 取組状況 

子どもたちの読書活動や学習活動を支援するためには、市内小・中学校等とより一

層の連携強化が不可欠です。このため、調べ学習の支援強化の一環として、小学校へ

の定期配送便の回数を学期毎から毎月へ変更するなど利用機会の拡充を進めています。

また、教職員との連携についても、小・中学校の図書担当教諭との連絡協議会を定期

的に開催するなど連携強化を図っています。 

（２） 今後の課題 

今後は、市内の国立国語研究所や国文学研究資料館など各種政府機関と連携し、共

催による講座等を実施するとともに、商工会議所等の地域関連機関との連携も強化し、

起業・就職・資格取得等のビジネス関連情報を集積し、ビジネス支援サービスの充実

を図っていく必要があります。 
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3 図書館サービスの拡充 

（１） 取組状況 

図書館に対する多様な利用者ニーズを把握し、それぞれの事情に合わせたサービス

を展開していくことが求められています。このため、仕事等で来館が困難な利用者層

の利便性を向上させるため、立川駅前の路上に図書返却用ブックポスト（２基）を設

置したほか、子ども未来センターにもブックポスト（１基）を設置するなど返却場所

の拡大を図りました。平成 25（2013）年４月には、指定管理者制度を試行導入して

いた地区図書館２館（幸・錦図書館）に加えて、新たに３館（西砂・高松・若葉図書

館）に指定管理者制度を導入し、開館日・開館時間の拡大も図っています。 

（２） 今後の課題 

今後は、利用者のさまざまなニーズを把握・分析し、各種の図書館サービスを柔軟

に提供することで、さらなる市民サービスの拡充に取り組んでいく必要があります。

また、指定管理者制度については導入効果を検証し、残りの地区図書館への制度導入

とともに地区館全館の安定的な運営体制を構築していく必要があります。 

 

 

4 利用拡大に向けた効果的な運営 

（１） 取組状況 

図書館利用者のニーズを的確に把握し、図書館サービスや運営方法の改善につなげ

ていくことが必要となっています。このため、利用者の図書館に対する意見・要望等

を把握することを目的に、平成 25（2013）年 10 月、利用者アンケートを実施し、

その結果を参考にしながら効果的な施策展開を進めています。 

また、平成 25（2013）年度よりＩＣタグを活用したセルフ貸出機・返却機等ＩＣ機

器の導入による新しい図書館システムの運用を開始し、さらなる利便性の向上に取り

組むとともに、平成 26（2014）年度のホームページリニューアルにあわせて、図書

館機能の有効性や便利な活用方法等の積極的な情報発信も行っています。 

（２） 今後の課題 

今後は、無線ＬＡＮの導入など図書館内環境の整備やデジタル情報への対応など、利

便性の向上を図り、潜在利用者層のニーズ把握にも努めることで、利用者層の拡大を

進めていく必要があります。 

 

 

２．図書館協議会による評価 
第１次図書館基本計画の最終総括にあたっては、計画期間中の中間総括として立川市図

書館協議会による第三者評価を実施し、その結果を反映するとともに、第２次図書館基本

計画の方向性や基本理念等の策定に生かしました。 
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第７章 計画の体系と基本的考え方 

 

１．計画の体系 
本計画では、第４次長期総合計画の前期基本計画の中での施策の基本方針を受けて、「地

域の情報拠点として、くらしに役立つ身近な図書館」を基本理念とし、今後５年間を見据え

た３本の「施策の柱」を掲げ、10 の基本事業及び 25 の具体的取組事業を展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．本計画の基本的考え方 
本市図書館では、今後５年間の目指す図書館像を明確にし、より的確な利用者サービスを

展開するため、「立川市第２次図書館基本計画（平成 27（2015）年～31（2019）年）」を策

定し、図書館運営の基本方針とします。 

これからの図書館は、地域の情報拠点である図書館の機能充実が求められており、利用者

へのサービス拡充、蔵書資料の充実、利用施設・システムの整備を進めるなど、図書館機能

の強化を図ることにより、多様化した利用者ニーズに十分かつ柔軟に対応していきます。 

これより、本計画の３つの施策の柱に基づいた具体的な取組項目を明示してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）資料収集方針に基づいた計画的な蔵書構成 

 
利用者にとって、魅力ある図書館であるためには、時代の変化に対応して、常に新鮮な

蔵書構成を維持する必要があり、明確な資料収集方針に基づいた適正かつ効果的な選定作

業が必要不可欠です。平成 22（2010）年に策定した「図書館資料収集基本方針」を定期

的に見直し、多様化・高度化した利用者ニーズに対応しながら、新鮮かつ魅力的な書架を

提供していきます。 

基本理念：地域の情報拠点として、くらしに役立つ身近な図書館。 

図書館づくりの５本の柱 ①身近なところにある図書館 

②くらしに役立つ図書館 

③親しみやすく利用しやすい図書館 

④だれでも利用できる図書館 

⑤読書の自由を保障する図書館 
施策の柱１ 

資料収集方針に基づい
た計画的な蔵書構成 

施策の柱２ 

図書館サービスの拡充 

施策の柱３ 

図書館の効果的な運営 

10の基本事業と 25の具体的取組 
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本計画では、前計画の成果と課題を適切に反映するとともに、「図書館づくりの５本の柱」

を踏まえた中で、主に「図書館サービス」及び「図書館運営」に重点を置いて、それらを具

現化するための新たな取組を示していきます。 

 

  

（２）図書館サービスの拡充 

 
これからの図書館は、読書の支援だけでなく、問題解決に必要な資料・情報の提供、蔵

書資料の有効活用など学習活動への支援が求められており、広報紙や図書館ホームペー

ジ、館内掲示等だけでなく、企画展示や読書ウィークなどを通じて積極的に情報発信して

いきます。 

また、市民ニーズの複雑化・多様化により、ビジネス・就職等生活に直結した資料や情

報に対する要望等が高まっており、細分化したニーズに柔軟に対応していくととともに、

平成 26（2014）年２月に開始した他市図書館との相互利用の定着を図り、利用拡大に向

けて周辺の他自治体とも協議を進めます。 

新たな取組としては、利用者の関心が高く、利便性向上につながるデジタルアーカイブ

化などのデジタル情報サービス提供の可能性について、調査・研究を進めてまいります。 

（３）図書館の効果的な運営 

 
図書館の利用者にとって、快適な利用環境を維持していくとともに、急速に進んでいる

情報媒体の多様化に対応できるようシステムの整備を図っていきます。 

また、平成 27（2015）年４月より、地区図書館全８館の運営体制が指定管理者による

管理・運営へ移行するため、より一層、中央図書館と地区図書館との連携強化や情報の共

有化を図っていくともに、中央図書館の望ましいあり方についても検討を進めてまいりま

す。 

あわせて、無線ＬＡＮの導入等、図書館内Ｗｅｂ環境を整備するなど、利用者の利便性向

上を図り、利用者層の拡大を図ってまいります。 

また、資料収集作業と同様に重要となるのが、除籍・保存作業であるため、平成 24（2012）

年に新設した保存用移動棚を有効活用し、除籍・保存作業を円滑に進めていきます。 

利用者の生活スタイルや学習ニーズは、常に変化しているため、定期的に収集方針を改

定するとともに、限られた保存スペースを有効利用できるよう資料の除籍・保存方針につ

いても随時、見直してまいります。 
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第８章  計画の取組項目 

 

 

 

 

  

施策の柱 具体的な取組 

１ 資料収集方針

に基づいた計

画的な蔵書構

成 

(1)計画的な資料の収集・

保存 

1  収集・除籍方針や基準の定期的な

見直し 

2  図書資料の計画的な収集・保存 

3  視聴覚資料の計画的な収集・保存 

4  地域・行政資料の計画的な収集・

保存 

２ 図書館サービ

スの拡充 

(2)庁内各部局や地域関連

機関との連携・協力 

5  庁内各部局との積極的な連携 

6   地域関係機関や他自治体との連携 

(3)多様な利用者に応じた

図書館サービスの提供 

7  高齢者・障害者のための利便性 

向上 

8  国際化に対応した図書館サービス 

の推進 

9  子ども読書活動推進計画の取組の 

推進 

(4)知的好奇心や学習意欲

に対応したサービスの

提供 

10 レファレンスサービスの充実 

11 地域の特性やニーズに応じた図書館 

サービスの提供 

12 課題解決・学習支援の推進 

(5)デジタル情報サービス

の充実 

13  デジタルアーカイブ化の推進 

14  電子書籍への対応について調査・ 

研究 

(6)積極的な情報発信 15 広報活動の推進 

16 企画（テーマ別）展示・イベント 

の充実 

３ 図書館の効果

的な運営 

(7)図書館施設・機能の 

充実 

17  中央図書館の望ましい在り方の 

検討 

18 地域特性に応じた地区図書館機能 

  の検討 

19 ニーズに応じた貸出・返却サービ 

スの検討 

(8)市民協働の推進 20 利用者ニーズの把握 

21 ボランティア団体等への支援と 

連携 

(9)効率的な管理システム

の構築と環境整備 

22  多様な情報媒体に対応したシステ 

ムの構築 

23 図書館内Ｗｅｂ環境の整備 

(10)図書館職員の人材 

育成 

24 図書館職員の研修の充実 

25  専門性の高い職員の育成と確保 

基本理念：地域の情報拠点として、くらしに役立つ身近な図書館。 

第３次 
子ども 
読書活動 
推進計画 
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（１）計画的な資料の収集・保存 

 利用者にとって魅力的で、必要とされる図書館であるために、資料の利用状況や市民のニ

ーズ、社会動向を常に敏感に把握し、幅広くかつさまざまなレベルに応じて資料の充実を図

っていく必要があります。そのために一般書、児童書、地域・行政資料、視聴覚資料など各

資料群ごとに定期的に収集計画を見直し、適切に資料を収集していきます。また、平成 24

（2012）年に保存書架を増設し活用してきましたが、限りがある書架を有効に活用するた

めに、除籍・保存方針を見直し、的確な資料構成を構築・維持していきます。 

 近年電子書籍の普及に伴い、図書館での電子書籍の貸出が話題になってきています。現状

では、図書館で利用できる書籍の点数が少なく、機器やシステム上の課題もあり、サービス

を行っている図書館は少ない状況ですが、今後の導入に向けて調査・研究を進めていきます。 

 

取  組  事  項 概    要 

1 収集・除籍方針や基準の定期的な 

見直し 

 社会動向により常に変化している利用者ニーズ

に応えるため、定期的に資料収集方針や基準の見直

しを図ります。同時に最適な蔵書構成を維持するた

めに、共同保存庫構想の動向にも注目しながら、除

籍・保存基準の見直しも図っていきます。 

2 図書資料の計画的な収集・保存 

 本を読むことの意義を評価するとともに、利用者

が抱えるさまざまな問題の解決に必要な資料を提

供するために、各世代の利用者のニーズや地域の特

性、社会動向を敏感に読み取り、計画的に資料を収

集し保存します。 

3 視聴覚資料の計画的な収集・保存 

これまでの音声資料中心の収集に加え、ＤＶＤ１

を中心にした映像資料の収集および提供を始めま

す。同時に視聴覚機器や情報配信の動向に注目しつ

つ、これからの視聴覚資料サービスの方法について

調査・研究を進めます。 

4 地域・行政資料の計画的な収集・ 

保存 

市の財産である地域・行政資料の収集の網羅性を

確保するとともに、誰もが活用できるように整理

し、提供します。 

 
１ ＤＶＤ（Digital Versatile Disc） 

 映像や音声などを記録することが出来る、直径 120mm のディスク。 

  

１ 資料収集方針に基づいた計画的な蔵書構成 



16 

 

 

 

（2）庁内各部局や地域関連機関との連携・協力 

 図書館は、行政情報の提供施設として、網羅的に行政情報を収集することが求められてお

り、市政情報コーナーや庁内各部局との連携を強化することにより、提供する資料・情報内

容の充実を図ります。また、利用者ニーズが多様化・高度化する中、図書館の機能を強化す

るためには、市内に存在する国文学研究資料館等の各種政府機関・学術関連機関、立川商工

会議所等の地域関連機関との連携が有効であり、お互いの組織が持つ強みを生かせるような

関係構築を促進します。 

その他、従来から行っている公立図書館との相互貸借や国立国会図書館からの資料借用を

積極的に行うとともに、平成 26（2014）年 2 月の国立市を皮切りに周辺自治体と結んでき

た相互利用サービスをＰＲし、利用者の資料利用の充実を図ります。 

 

取  組  事  項 概    要 

5 庁内各部局との積極的な連携 

市政情報コーナーや庁内各部局との連携を強化

し、各部局が発行する資料を網羅的に収集・保存

するなど、行政情報の充実に努めます。また、庁

内レファレンスを積極的に進めるとともに、行政

の情報提供施設としてさまざまな部局との連携の

可能性を探ります。 

6 地域関係機関や他自治体との連携 

市内にある各種研究機関・官公庁や商工会議所

などと連携した企画展示や講演会・講座等のイベ

ントを継続実施し、さらに情報交流や連携を深め

ることにより、広範囲な図書館サービスの展開に

生かしていきます。また、平成 26 年（2014 年）

に開始した他市図書館との相互利用サービス 1 の

実施状況について検証し、より使いやすい図書館

を目指して検討を進めます。 

 
1 他市図書館との相互利用サービス 

   平成 26（2014）年２月５日  国立市との間で相互利用を開始。 

   平成 26（2014）年５月 28 日 昭島市、武蔵村山市との間で相互利用を開始。 

   平成 27（2015）年６月３日  国分寺市との間で相互利用を開始。 

   平成 27（2015）年７月１日  東大和市との間で相互利用を開始。 

 

 

 

 

 

２ 図書館サービスの拡充 
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（3）多様な利用者に応じた図書館サービスの提供 

高齢者、障害をお持ちの人、外国人、子どもなど、多様な利用者のニーズにきめ細かく対

応し、だれもが使いやすい図書館を目指します。 

今後、高齢者人口の増加に伴い、図書館利用が困難な方の増加が見込まれることから、市

内福祉施設とも連携しながら、さまざまな利用者ニーズに柔軟に対応できるようサービス体

制を強化していきます。 

障害者サービスについては、利用者の使用環境や動向を踏まえながら点字図書、カセット

テープやＤＡＩＳＹ規格１で作成された録音図書などの充実を図ります。 

 

取  組  事  項 概    要 

7 高齢者・障害者のための利便性向上 

市内福祉施設への団体貸出の実施とともに、図

書館へ来館することが困難な方々への利便性向上

を図るため、宅配サービスの体制強化を進めます。 

また、サピエ図書館２からのダウンロードや点字

図書館等からの相互貸借による資料提供のほか、

点字図書・録音図書の作製や対面朗読の実施など、

サービス内容の充実を図ります。 

ＩＣＴ３の進展に伴い、さまざまな形態の資料・サ

ービスが新たに開発されているため、情報の収集、

調査研究を行い、新たなサービスの形態について

模索します。 

 
１ ＤＡＩＳＹ(Digital Accessible Information System)規格 

 デジタル録音図書の国際標準規格。 

 
２ サピエ図書館 

 全国視覚障害者情報提供施設協会が運営。全国の点字図書館などが作製する点字データや音声デイジー 

データのダウンロードが可能。 

 
３ ＩＣＴ (Information and Communication Technology) 

 情報・通信に関連する技術一般。 

 

 

 

 

 

 

 

 

          【録音図書作成】            【DAISY（デジタル録音図書）】 

２ 図書館サービスの拡充 
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多摩地区随一の外国語蔵書数を活用し、日本語以外の言語を母国語とする外国人利用者の

ニーズに応えていきます。また、平成 32（2020）年に開催される東京オリンピック・パラ

リンピックを見据えて、外国人来街者にさまざまな地域情報を提供する体制を整えるととも

に、利用しやすい図書館になるよう館内サインやパンフレット等の充実を目指します。 

 

取  組  事  項 概    要 

8 国際化に対応した図書館サービス

の推進 

外国語資料の利用状況や、市内に在住する外国

人の統計 1 に基づいて、計画的に資料を収集する

とともに、東京オリンピック・パラリンピック開

催に向けて、案内パンフレット等の充実など積極

的に情報を発信し、有効活用を図ります。 

 

1 国籍別外国人登録者数の推移 

         

各年１月１日現在 

年 総 数 
韓 国 

中 国 アメリカ イギリス ブラジル イ ン ド タ イ 
フィリピ

ン 
その他 

朝 鮮 

  

          21 3,576  985  1,564  131  23  134  50  32  333  324  

22 3,685  1,000  1,666  122  16  160  51  30  330  310  

23 3,622  982  1,668 122  20  139  48  29  312  302  

24 3,504  919  1,619  124  17  124  54  40  310  297  

25 3,294  846  1,487  116  19  117  65  36  300  308  

  

          資料：市民生活部市民課    注：平成 24年以前は外国人登録者数、25年以降は住民登録者数を指す。 

   

 

子どもたちを取り巻く環境は、ゲームや携帯電話に加え、スマートフォン等の急激な普及

などにより大きく変化し、読書離れが懸念されています。このような状況を改善するには、

本の魅力を子どもたちに伝え、読書活動を推進する必要があり、別途定める「立川市第３次

子ども読書活動推進計画」に基づき、きめ細かな子どもの読書環境整備を推進していきます。 

特に、子どもを取り巻く大人たちへの働きかけや、子どもたちにとって最も身近な学校図

書館の役割を重視した取り組みを展開します。また、小学校高学年から中学生の図書館離れ

は依然として大きな課題です。これは、図書館の潜在利用者といえる層でもあり、子どもた

ちへのサービスを積極的に行い続けることが利用者層を拡大する一つの方法ともいえます。

他市のさまざまな取組なども積極的に取り入れながら、図書館の児童サービス及びヤングア

ダルトサービスの充実を図っていきます。 

  

２ 図書館サービスの拡充 
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◆ 第３次子ども読書活動推進計画の体系図 ◆ 
 

 

施 策 基本事業 取 組 事 項 

１家庭や地域での 
取組 

(1)家庭での読書活
動への支援 

1 子どもを取り巻く大人への支援 

2 子育て支援事業との連携 

(2)地域での取組 3 地域で読書しやすい環境の整備 

4 家族利用を促進する図書館づくり 

5 地域の児童施設との連携 

6 市民団体、地域文庫等の読書活動の支援 

２学校と学校図書館
の取組 

(3)学校・学校図書館
の活性化 

7 学校での読書活動の推進 

8 読書指導の計画的な推進 

9 教職員等の体制の整備 

(4)学校図書館での
取組 

10 読書活動の情報共有化 

11 学校図書館の活用推進 

12 学校図書館ＩＣＴ化の推進 

13 学校図書館支援体制の研究 

３立川市図書館の 
取組 
 

(5)読書環境の整備 14 図書館サービスの充実 

15 ホームページ等を活用した情報発信 

16 未読者への読書のきっかけづくり 

17 ボランティア団体の支援・育成 

18 学校や学校図書館への啓発活動 

(6)小・中学校及び 
市内にある高等
学校等との連携 

19 図書支援体制の充実 

20 教職員等への支援体制の充実 

21 子どもたちの図書館活動の推進 

４ハンディキャップ
等のある子どもた
ちへの取組 

(7)ハンディキャッ
プ等のある子ど
もたちへの取組 

22 ユニバーサルデザインに基づく読書環境
づくり 

  

取  組  事  項 概    要 

9 子ども読書活動推進計画の取組の

推進 

子ども読書活動推進計画の取組状況について進

捗管理を行うとともに、関連機関等との連携強化

など、子どもの読書環境の整備・充実を推進しま

す。特に、子どもたちにとって最も身近な、家庭

や地域、学校・学校図書館での取組を重視し一層

の充実を図ります。また、読書離れが指摘される

小学校高学年から中学生に向けたさまざまな取組

を展開していきます。 

２ 図書館サービスの拡充 

基本理念：子どもの主体的な読書活動の推進 
～読書のたのしさをすべての子どもたちに～ 
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（４）知的好奇心や学習意欲に対応したサービスの提供 

図書館は、多岐にわたる資料の集積地であるとともに、インターネット上の情報にもアク

セスが可能な利用環境を提供しています。インターネットからは容易に情報が取得できます

が、膨大な情報の中から取捨選択し、正確な情報へたどり着くのは難しいことでもあります。

課題解決のための情報探索をサポートし、有効な利用方法等を提供する講座を開催するなど

広い年齢層を対象に情報リテラシー能力の向上に向けた取組を充実します。 

また、図書館が地域に目を向け、地域の課題を捉えて解決に向けた支援を行うことで地域

の活性化につながるよう、くらしに役立ち市民とともに育つ図書館を目指します。 

  

取  組  事  項 概    要 

10 レファレンスサービスの充実 

蓄積されたレファレンス事例の紹介や必要とす

る情報の取得方法、セルフレファレンスの一助と

なる有効なサイトの紹介など、レファレンス関連

情報について、積極的に情報発信していきます。 

また、図書館システムを活用しレファレンス事

例をデータ化し蓄積するなどレファレンス機能の

充実を図り、利用者の利便性向上に向けた取り組

みを進めます。 

11 地域の特性やニーズに応じた図書

館サービスの提供 

中央図書館・地区図書館それぞれに置かれてい

る地域の特性を生かした資料収集を進めるととも

に、特色のあるコーナーづくり 1や、企画展示・ 

イベントなどの充実を図り、生活支援につながる

図書館サービスを展開します。 

12 課題解決・学習支援の推進 

起業・就職などのビジネス情報、子育てや高齢

者に関する情報など、関係団体と連携を図り、多

くの人が日常的に必要とする課題解決のため情報

提供に努めるとともに、図書館活用や情報検索な

どの講座を開催し、必要な情報を得るための支援

を行います。 

 

1 地域の特性に合わせた独自コーナーを開設し、情報提供している 

◇西砂図書館；飛行機・飛行場コーナー 

◇多摩川図書館；空襲関連コーナー 

◇幸図書館・若葉図書館；子育て支援コーナー 

◇上砂図書館；スキルアップコーナー 等 

 

 

２ 図書館サービスの拡充 
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（5）デジタル情報サービスの充実 

 紙媒体などの蔵書の充実とともに、電子媒体などインターネットを活用した効率的な資

料・情報提供が求められており、提供基盤の整備を進めます。 

Ｗｅｂ上への地域・行政資料の掲載など、デジタルアーカイブ化１を推進するとともに、急

速に普及している電子書籍２対応についても検討を進め、潜在利用者への広報手段として有

効活用していきます。 

 

取  組  事  項 概    要 

13 デジタルアーカイブ化の推進 

 地域・行政資料、貴重資料等のデジタルアーカ

イブ化に取り組み、積極的に情報発信できる基盤

整備を進めます。来館が困難な潜在利用者への広

報手段としても有効活用し、新たな利用者層の拡

大へとつなげていきます。 

14 電子書籍への対応について調査・

研究 

 スマートフォンやタブレット端末３など携帯端

末の普及に伴い、電子書籍市場も拡充していく可

能性が高いと言われている中、図書館における電

子書籍導入の可能性について、学校教育分野やコ

ンテンツの充実している外国語分野などを中心に

調査・研究を進めていきます。 

 

1 デジタルアーカイブ化 

博物館・美術館・公文書館や図書館の収蔵品を始め有形・無形の文化資源等をデジタル化して保存等を行う

こと。デジタル化することにより、文化資源等の修復・公開や、ネットワーク等を通じた利用も容易となる。 

 
2 電子書籍 

電子機器のディスプレイ上で読むことのできる出版物のこと。電子図書・デジタル書籍・デジタルブックと

も言われている 

 
3 タブレット端末 

タッチパッド等のインターフェースを搭載した液晶ディスプレイを主な入出力インターフェースとする板

状の可搬性が高いコンピュータの総称 

 

 

 

 

 

 

 
          【タブレット端末】             【利用者用端末】 

２ 図書館サービスの拡充 
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（６）積極的な情報発信 

図書館の魅力と活用法を伝えていくために、情報を「収集」するだけでなく積極的に「発

信」することが大切です。市広報紙や館内掲示等による従来からの取り組みに加えて、図書

館ホームページや図書館ツイッターの充実を図るとともに、その他さまざまなメディアを活

用して、よりリアルタイムに詳細な情報を提供していきます。 

さらに、企画展示や読書ウィークなど、各種イベントをとおして図書館情報を発信するこ

とで、新たな利用者層の拡大を図っていきます。 

 

取  組  事  項 概    要 

15 広報活動の推進 

市の広報紙や図書館ホームページはもとより、

図書館ツイッターや地域のさまざまなメディアを

活用して、図書館の最新情報だけでなく、既存の

サービスの利便性などをより魅力的にわかりやす

く発信していきます。 

16 企画（テーマ別）展示・イベント

の充実 

季節や時宜に応じた企画展示や、読書ウィー

ク・講演会・講座、児童・ヤングアダルト向けの

催物などのイベントを充実させ、図書館の楽しさ

や活用法はもとより、タイムリーな情報を発信し

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     【展示コーナー（ヤングアダルト）】         【展示コーナー（児童書）】 

 

  

２ 図書館サービスの拡充 
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（7）図書館施設・機能の充実 

図書館利用者にとってわかりやすい案内表示の工夫など快適な利用環境を維持していく

とともに、情報システムを活用した図書館運営の効率化を進め、図書館サービスの向上を図

ります。 

また、図書館行政を推進するうえで最も基本となるのが適正な組織体制の構築です。平成

27（2015）年４月より、地区図書館全８館の運営体制が指定管理者による管理・運営に移

行するため、より一層、中央図書館と地区図書館との連携強化や情報の共有化を図っていく

とともに、統括館としての中央図書館の望ましい在り方について検討を進め、効率的・効果

的な図書館運営を推進していきます。 

 

取  組  事  項 概    要 

17 中央図書館の望ましい在り方の 

検討 

平成 27（2015）年４月より、指定管理者制度を

地区図書館全館へ導入するため、定期的に運営状

況を確認するとともに、各地区図書館のサービス

内容の充実に向けた支援強化を図ります。 

また、利用者が快適に、ゆっくりと図書館資料

に触れることができるよう館内の利用環境改善に

向けた現場調査を実施し、貸出中心の図書館から

滞在型施設への移行について検討を進めます。 

18 地域特性に応じた地区図書館機能

の検討 

地区図書館は、地域住民が気軽に立ち寄り、一

定時間をくつろいで利用できる施設として求めら

れており、より効果的に機能するよう環境整備を

進めます。また、地域の特性に合わせた独自展示

コーナーの充実を図り、地域の情報拠点として、

積極的に情報を発信していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     【中央図書館２階入口】                          【柴崎図書館入口】 

３ 図書館の効果的な運営 
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誰もが利用しやすい図書館を実現するために、図書館の主要サービスである貸出・返却が

より簡単にできるとともに、より身近な場所で本が借りられることも重要な要素になります。 

図書館の適正な配置について、既存施設の利活用を含めて引き続き検討を進めます。また、

平成 25（2013）年度より開始した近隣市立図書館との相互利用サービス１の定着を図ると

ともに、連携先の拡大を進めるなど利用者の利便性向上に向けた取り組みを行います。 

 

取  組  事  項 概    要 

19 ニーズに応じた貸出・返却サービ

スの検討 

平成 25（2013）年度に導入した新図書館システ

ムの操作性や、情報の質・量などを利用者の要望

等に基づき、検証・改善していくとともに、次期

図書館システム構築に向けた検討を始めていきま

す。また、利用者のニーズを踏まえた図書館の適

正配置については、既存施設を活用した貸出サー

ビスカウンターの設置などさまざまな取組を総合

的に検討していきます。 

 
１ 他市図書館との相互利用サービス 

   平成 26（2014）年２月５日  国立市との間で相互利用を開始。 

   平成 26（2014）年５月 28 日 昭島市、武蔵村山市との間で相互利用を開始。 

   平成 27（2015）年６月３日  国分寺市との間で相互利用を開始。 

   平成 27（2015）年７月１日  東大和市との間で相互利用を開始。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             【自動貸出機】                【自動返却機】 

 

  

３ 図書館の効果的な運営 
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（8）市民協働の推進 

図書館利用者の多様化したニーズを的確に把握するためには、利用者アンケート等の実施

が有効であり、アンケート結果等に基づいて運営方法の改善を行うなど、利用拡大に向けた

効果的な運営を目指します。また、図書館を運営していく上で、市民が持っているさまざま

な能力を活用することも重要であり、ボランティア団体等との連携を強化し、利用者ニーズ

に柔軟に対応できる体制づくりを進めます。 

 

取  組  事  項 概    要 

20 利用者ニーズの把握 

多様な利用者ニーズを把握し、的確に対応でき

るように、子どもから大人まで幅広い層の利用者

を対象にアンケートを実施します。 

また、さまざまな統計データを分析・活用し、

潜在ニーズの把握に努めていきます。 

21 ボランティア団体等への支援と連

携 

ボランティア活動が図書館サービスの充実に資

するものであることから、ボランティア団体等に

活動の機会や場所を提供していくとともに、行事

への企画・運営を通して協力体制を強化し、ボラ

ンティア活動の支援を行います。 

また、ボランティアのスキルアップを目的とし

た講座の開催や初心者を対象としたボランティア

養成講座等も連携して開催していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         【イベント（おはなし会）】 

 

 

３ 図書館の効果的な運営 
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（9）効率的な管理システムの構築と環境整備 

ＩＣタグ１を活用した新図書館システムの導入により、蔵書管理、貸出・返却業務等の効率

化が図られるなど、一定の導入効果はあったと考えていますが、利用者からは操作性が高く、

内容の充実したホームページを求める声も多く、システムメニューの充実が急務であると考

えています。また、パソコン利用サービスの拡充やスマートフォン・タブレット端末を活用

した多様な図書館サービスの提供等を検討するとともに、無線ＬＡＮ２等の導入についてもあ

わせて検討し、利用者の利便性向上を図り、利用者層の拡大を進めます。 

 

取  組  事  項 概    要 

22 多様な媒体に対応したシステムの

構築 

スマートフォンやタブレット端末など携帯端末

の普及に伴い、それらを活用した図書館サービス

提供の可能性について調査・研究を進めます。 

23 図書館内Ｗｅｂ環境の整備 

利用者に対して快適な利用環境を提供するた

め、公衆無線ＬＡＮ導入の検討を進めます。導入に

際しては、情報セキュリティ面を重視した方式の

採用を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     【予約図書コーナー】                【閲覧コーナー】 

 

１ ＩＣタグ  

データの読み取り・書き換えが可能なＩＣ（集積回路）を埋め込み、電波を使って情報の読み書きを行うこ

とのできるタグ（荷札）。立川市図書館では、一部を除きほぼすべての資料にＩＣタグを貼付し、資料管理・

貸出返却業務に活用している 

 

２ 無線ＬＡＮ 

無線通信を利用してデータの送受信を行うＬＡＮシステム。方式としては、フリースポットやキャリアサー

ビス（wi-fi）などがある 

 

３ 図書館の効果的な運営 
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（10）図書館職員の人材育成 

図書館運営において適切な組織体制の構築が必要であるのと同様に、図書館サービスを支

える柱として、サービスを提供する職員のスキル向上が不可欠であり、先進的な取組みをし

ている図書館に関する情報収集や外部実務研修に積極的に参加することにより、図書館に関

する高度な知識を備え、課題解決の能力を持つ専門性の高い職員を育成していきます。そし

て、地域に根ざし地域の課題解決を人的に支援するために、地域を知り市民を知る人材の育

成に取り組みます。 

また、図書館行政に対する長期的な視点に立った責任ある図書館運営を担うために、司書

資格などの専門的知識だけでなく行政管理能力を兼ね備えた人材の確保に努めます。 

 

取  組  事  項 概    要 

24 図書館職員の研修の充実 

内部研修以外に、司書講習の受講や外部で実施

される実務研修への参加を促し、市民視点に立っ

た多様なサービスを提供できる図書館職員として

の能力向上を図ります。 

25 専門性の高い職員の育成と確保 

図書館に関する講演会や展示会等に参加して知

識を得るとともに、国立国会図書館や東京都立図

書館、図書館関係団体等が実施する各種スキルア

ップ研修に参加し、より専門性の高い職員の育成

と、図書館行政全体を担う人材の確保に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                【職員研修】 

 

 

 

３ 図書館の効果的な運営 
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第９章 計画の推進にあたって 

 

１．図書館行政の一層の推進 
本市図書館は、知識基盤社会における知識・情報の重要性を踏まえて、利用者及び市民に

適切な資料や情報を提供することができるよう努めるとともに、読書活動の振興を担う機関

として、また地域の情報拠点として利用者及び市民のニーズに応え、地域の実情に即した運

営に努めます。 

また、高度化・多様化する利用者及び市民の要望に対応し、自発的な学習活動を支援する

機能の充実を図るために、図書館相互利用のみならず学校図書館との連携を積極的に進める

ほか、社会教育施設や各種行政機関、地域の関係機関等との協力を一層推進します。 

なお、今後５年間の本市図書館の基本的運営方針として策定した第２次図書館基本計画を

踏まえ、図書館サービス及びその他図書館の運営に関する事業計画を年度ごとに策定し、図

書館行政の計画的な推進を図ってまいります。 

 

２．計画の進捗管理 
第２次図書館基本計画は、立川市第４次長期総合計画前期基本計画の分野別個別計画であ

ることから、第４次長期総合計画や他の関連計画との整合性を図りつつ、第３次子ども読書

活動推進計画を包括して計画を推進します。 

また、本市図書館は各年度の図書館サービスその他図書館の運営状況について、自ら適切

に点検を行うとともに、本計画の進捗状況について、図書館協議会を活用した「関係者・第

三者評価」を行い、効果的かつ着実に計画を推進してまいります。 
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１．本市図書館の概要 

２．本市図書館の沿革 

３．年度別利用等の状況 その１ 

４．年度別利用等の状況 その２ 

５．多摩地区 26市立図書館利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参考資料 
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１ 本市図書館の概要  

 

（１）施設の概要 

館名 

(開館年月日) 
所在地・電話等 建物構造・延床面積 併設施設 駐車場・駐輪場 交通アクセス 

中央図書館 

（H7.1.12） 

曙町 2-36-2 
ファーレ立川セン
タースクエア内 

TEL 528-6800 
FAX 528-6806 

〔建物構造〕 RC造 12階建て
（図書館は２～４階） 

〔延床面積〕 4,951 ㎡（開架
2,120 ㎡、書庫 410 ㎡、対面
朗読室 22 ㎡、事務室 257
㎡、その他 2,142 ㎡） 

女性総合セン
ター 

窓口サービス
センター 

生涯学習情
報コーナー 

〔駐車場〕 市営北口
第一駐車場（有料） 

〔駐輪場〕 市営北口
第一駐輪場（有料、２
時間まで無料） 

ＪＲ立川駅北口
から徒歩８分 

多摩モノレール
立川北駅から
徒歩７分 

柴崎図書館 

（S53.7.1） 

(移設：H２６.8.31) 

柴崎町 2-20-5 

TEL 525-6177 
FAX 522-1845 

〔建物構造〕 RC 造３階建て
（図書館は１階） 

〔延床面積〕  357 ㎡（開架
312 ㎡、事務室 45 ㎡） 

第一小学校 

柴崎学習館 

柴崎学童保
育所 

〔駐車場〕 なし 

〔駐輪場〕 あり 

ＪＲ立川駅南口
から徒歩 10 分 

上砂図書館 

（H12.4.1） 

上砂町 1-13-1 
都営上砂町 1 丁
目アパート内 

TEL 535-1531 
FAX 536-8268 

〔建物構造〕 RC造 12階建て
（図書館は２階） 

〔延床面積〕  669 ㎡（開架
448 ㎡、書庫 45 ㎡、対面朗
読室 18㎡、事務室 43㎡、そ
の他 115 ㎡） 

上砂会館 

上砂児童館 

上砂地域福
祉サービスセ
ンター 

〔駐車場〕 17 台（上
砂会館等と共用） 

〔駐輪場〕 あり 

ＪＲ立川駅北口
からバスで 15
分、大山小学校
下車徒歩１分 

幸図書館 

（S53.7.1） 

幸町 5-83-1 

TEL 536-8308 
FAX 534-0234 

〔建物構造〕 RC 造２階建て
（図書館は１階） 

〔延床面積〕 110 ㎡（開架 74
㎡、事務室 27 ㎡、その他 9
㎡） 

こぶし会館 
〔駐車場〕 なし 

〔駐輪場〕 あり 

多摩モノレール
砂川七番駅か
ら徒歩３分 

西砂図書館 

（S53.7.11） 

西砂町 6-12-10 

TEL 531-0432 
FAX 531-0026 

〔建物構造〕 RC 造２階建て
（図書館は１階） 

〔延床面積〕  405 ㎡（開架
268 ㎡、書庫 42 ㎡、事務室
32 ㎡、その他 63 ㎡） 

西砂学習館 

西部連絡所 

〔駐車場〕 26 台（西
砂学習館等と共用） 

〔駐輪場〕 あり 

西武拝島線西
武立川駅から
徒歩 10 分 

多摩川図書館 

（S54.1.30） 

富士見町 6-51-1 
都営富士見町ア
パート内 

TEL 525-6905 
FAX 523-9253 

〔建物構造〕 RC造 10階建て
（図書館は１階） 

〔延床面積〕  629 ㎡（開架
307 ㎡、書庫 155 ㎡、事務室
45 ㎡、その他 122 ㎡） 

多摩川学童
保育所 

〔駐車場〕 なし 

〔駐輪場〕 あり 

ＪＲ立川駅南口
からバスで 15
分、富士見町団
地下車徒歩３分 

高松図書館 

（S55.6.28） 

高松町 3-22-5 

TEL 527-0015 
FAX 523-9532 

〔建物構造〕 RC 造３階建て
（図書館は３階） 

〔延床面積〕  341 ㎡（開架
285 ㎡、対面朗読室 8 ㎡、事
務室 45 ㎡） 

健康会館 

高松学習館 

〔駐車場〕 10 台（高
松学習館等と共用） 

〔駐輪場〕 あり 

ＪＲ立川駅北口
から徒歩 15 分 

錦図書館 

（S60.12.20） 

錦町 3-12-25 

TEL 525-7231 
FAX 525-7233 

〔建物構造〕 RC 造２階建て
（図書館は１階） 

〔延床面積〕  529 ㎡（開架
327 ㎡、書庫 84 ㎡、事務室
100 ㎡、その他 18 ㎡） 

錦学習館 

適応指導教
室「たまがわ」 

学校教育サポ
ートセンター 

〔駐車場〕 ６台（錦学
習館等と共用） 

〔駐輪場〕 あり 

ＪＲ立川駅南口
から徒歩 15 分 

若葉図書館 

（S61.11.25） 

若葉町 3-34-1 

TEL 535-8841 
FAX 535-8423 

〔建物構造〕 RC 造２階建て
（図書館は１階） 

〔延床面積〕  351 ㎡（開架
298 ㎡、事務室 53 ㎡） 

若葉会館 

東部連絡所 

〔駐車場〕 10 台（若
葉会館等と共用） 

〔駐輪場〕 あり 

ＪＲ立川駅北口
からバスで 10
分、砂川九番下
車徒歩６分 
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（２）各館案内図 

 

  

   

 

 

 

（３）開館時間・休館日 

館名 開館時間 休館日 備考 

中央図書館 
平日（火～金曜日）…10:00～20:00 

土・日曜日、祝日…10:00～17:00 

毎週月曜日 

毎月第３木曜日 

４階児童フロアは、

平日も 17:00 で閉館 

柴崎・上砂・多摩川図書館 

(27/4～指定管理館…ヴィアックス) 平日（月～金曜日）…10:00～19:00 

土・日曜日、祝日…10:00～17:00 

毎月第２・第４

月曜日 

27 年４月に開館時間・

休館日を左記に変更 

幸・西砂・高松・錦・若葉図書館

（指定管理館…ＴＲＣ） 
 

※中央図書館の平日（火～金曜日）の開館時間は、平成 27年 7月 1日より、19時から 20時へ変更（4階児童フロア

は 17時で閉館）。 

※ 
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（４）サービスの概要 

［１］各種サービスについて 

①貸  出 

  〔個人貸出〕 

  〇貸出冊数   １人図書・雑誌 10冊、視聴覚資料３点 

（相互利用者は、図書・雑誌 5冊、視聴覚資料１点まで） 

  〇貸出期間   ２週間 

  〇返  却   立川市の資料であれば、どこの図書館のカウンターでも返却可 

          ※休館日や夜間の返却にはブックポストを利用できます。 

  〔団体貸出〕 

   １回 300冊まで。最長３ヶ月間の貸出が可能です。 

 

②リクエストサービス 

   利用者の求める資料を所蔵していない場合には、他市区町村立図書館、都立図書館等

からの借用や新規購入により提供します。 

 

③レファレンスサービス 

   さまざまな調査や質問に対して、図書館機能や資料を活用し、情報・資料等を提供し

ます。 

 

  ④ハンディキャップサービス 

   図書館を利用するのにハンディのある人々に対して、 朗読サービスや録音図書・ 

点字図書の宅配・郵送サービスなどを実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     【ＤＡＩＳＹ（デジタル録音図書】           【録音図書作成】 

  

⑤集会行事 

   おはなし会・映画会・講演会・講習会等を随時実施しています。 
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［２］視聴覚資料サービスについて 

    コンパクト・ディスク(ＣＤ)の貸出を実施しています（一部の地区図書館を除く）。 

  ※中央図書館においては、ビデオテープとレーザーディスクの視聴サービスを実施して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

   

      【ＣＤコーナー】                 【ビデオ・レーザーディスクコーナー】 

［３］その他のサービスについて 

  ①ヤングアダルト(ＹＡ)サービス 

   中・高校生を対象にしたＹＡコーナーを設置し、資料提供しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        【展示コーナー（ヤングアダルト）】 

②外国語資料サービス 

   中央図書館では、外国語（英語・中国語・ハングル語等）の図書、雑誌、新聞、絵本 

等の資料を所蔵しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             【外国語図書コーナー】 
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２ 本市図書館の沿革  

 

年月日 事       項 

昭和 22 年１月 （都立立川図書館開館） 

昭和 23 年６月 （都立立川図書館が立川市公民館内に移転） 

昭和 25 年４月 （図書館法公布） 

昭和 28 年７月 （都立立川図書館移動図書館「むらさき号」巡回開始） 

昭和 34 年３月 砂川町公民館図書室を設置（現在の幸図書館の場所に） 

昭和 38 年５月 （立川市と砂川町が合併） 

昭和 43 年５月 （錦町に都立立川社会教育会館が開館し、都立立川図書館が同館内に移転） 

昭和 43 年７月 立川市移動図書館「大空号」が巡回開始（初代） 

昭和 46 年２月 立川市中央公民館が開館し、同館内に図書室を設置 

昭和 48 年６月 立川市砂川公民館が開館し、同館内に図書室を設置 

昭和 49 年４月 移動図書館「大空号」を更新（２代目） 

昭和 50 年２月 「立川の図書館をつくる会」が結成される 

昭和 50 年６月 「市立図書館設置促進に関する請願」（6600名の署名）が提出される 

昭和 51 年６月 「立川市図書館計画審議会」を設置し、「図書館行政はどう進めたらよいか」を諮問 

昭和 51 年６月 司書職の職員を初めて採用（２名） 

昭和 51 年９月 公民館幸分館図書室（旧砂川町公民館図書室）を改修 

昭和 52 年５月 貸出方式を変型ブラウン方式に変更 

昭和 52 年６月 図書館計画審議会から、12館構想などの答申が提出される 

昭和 52 年 12 月 移動図書館「大空号」を更新（３代目） 

昭和 52 年 12 月 「図書館行政基本計画」を策定 

昭和 53 年７月１日 立川市図書館条例を制定（立川市図書館設置） 

昭和 53 年７月１日 公民館図書室（柴崎・砂川・幸）及び移動図書館「大空号」を図書館へ移管 

昭和 53 年７月 11 日 西砂図書館が開館 

昭和 53 年 11 月 「立川市図書館協議会」を設置 

昭和 54 年１月 30 日 多摩川図書館が開館 

昭和 55 年６月 28 日 高松図書館が開館 

昭和 56 年 11 月 点字図書、大活字本の貸出開始 

昭和 57 年８月 カセットテープ（テープ図書など）の貸出開始 

昭和 60 年 11 月 移動図書館「大空号」を更新（４代目） 

昭和 60 年 12 月 20 日 錦図書館が開館 

昭和 61 年 11 月 25 日 若葉図書館が開館 

昭和 62 年５月 （都立多摩教育センターが開館し、同時に都立多摩図書館が開館する） 

昭和 62 年７月３日 幸図書館が開館（公民館幸分館からこぶし会館への建て替えに伴い） 

昭和 63 年 12 月 全図書館にブックポストを設置 

昭和 63 年 12 月 21 日 
立川市図書館情報総合管理システム（第１期）稼働。情報検索業務、図書発注、検品業

務、図書費執行管理業務、蔵書管理業務を実施 

平成元年４月 第３木曜日以外の木曜日を開館 

平成２年７月１日 
立川市図書館情報総合管理システム（第２期）稼働。各館に端末機を設置し、情報検索

業務を実施 

平成３年３月 ＣＤの貸出開始（錦・若葉図書館） 

平成４年 10 月 31 日 多摩川図書館に屋外閲覧所開設 
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年月日 事       項 

平成６年２月１日 コンピュータシステム稼働。利用者端末機を設置（西砂・多摩川・高松・錦・若葉図書館） 

平成７年１月 12 日 中央図書館が開館 

平成９年５月 巡回業務を委託 

平成９年７月１日 昼休み窓口を開始（西砂・多摩川・高松・錦・若葉図書館） 

平成９年 10 月 31 日 移動図書館を廃止 

平成 12 年１月 31 日 砂川図書館を廃止 

平成 12 年４月１日 上砂図書館が開館 

平成 13 年 11 月 貸出中図書・雑誌のインターネット予約サービス開始 

平成 13 年 11 月 立川市に関する新聞記事の見出し検索サービス開始 

平成 15 年３月 明治・大正・昭和前期児童文学関連雑誌目録のインターネット公開開始 

平成 15 年４月 電子メールを利用した予約資料の確保連絡サービス開始 

平成 16 年７月 中央図書館の平日の開館時間を 19時まで延長 

平成 17 年４月 貸出点数を 5点から 10点に変更 

平成 18 年 10 月 たちかわ読書ウィーク開始 

平成 22 年４月 貸出中図書・雑誌のインターネットによる延長手続きサービスの開始 

平成 22 年６月 幸図書館、錦図書館に指定管理者制度を導入 

平成 25 年４月 西砂図書館、高松図書館、若葉図書館に指定管理者制度を導入 

平成 25 年７月 図書館新システム稼働、ＩＣタグシステム導入 

平成 25 年７月 貸出点数、ＣＤ予約の方法などを変更 

平成 26 年２月 国立市と相互利用を開始 

平成 26 年５月 昭島市、武蔵村山市と相互利用を開始 

平成 26 年８月 柴崎図書館が移設・開館 

平成 27 年４月 柴崎図書館、上砂図書館、多摩川図書館に指定管理者制度を導入 

平成 27 年６月 国分寺市と相互利用を開始 

平成 27 年７月 東大和市と相互利用を開始 

平成 27 年７月 中央図書館の平日の開館時間を 20時まで延長 
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